
仕  様  書 

 

１．件名  

川越市立小中学校令和８年度学級増に伴う無線アクセスポイントの購入 

 

２．目的 

  川越市立小中学校において、ICT 環境が未整備の教室を改修することに伴い、必

要な機器を整備するもの。 

  

３．支払い方法 

  受注者は、発注者が発注した物品等の全てを納品し、検収を受けた後に請求をす

るものとする。発注者は受注者の請求後３０日以内に支払うものとする。 

 

４．調達要件 

（１）機器等  無線アクセスポイント  

          ・Aruba社製 AP-515 Q9H61A 

          ・マウント金具 AP-MNT-D 

         ※後継機可 

ア 無線アクセスポイントを該当の教室に対して設置すること。標準的な施 

工は以下の通りとする。 

①廊下天井下に無線アクセスポイントを専用金具を使用して固定する。 

②天井にケーブルが通る程度の穴を空け、無線アクセスポイントの１次

側に接続する。 

③設置する教室に情報コンセントが既設されている場合には、教室側の

UTPケーブルを無線アクセスポイントの２次側に接続する。 

イ 教室に対する機器の設置場所については他の教室に倣うこととするが、 

事前に発注者と協議の上、設置すること。 

    ウ 機器の配線の起点は既設の PoEハブからとする。各フロアの PoEハブか

ら設置するアクセスポイントへの配線は、Cat6A 準拠の UTP ケーブルを

使用し、天井ころがしとする。 

    エ 設置箇所及び配線図面は本入札の参加表明を示した者に対して、入札参加

申し込み後にメールにて開示する。 

 

（２）付帯条件 

ア 本調達の範囲は該当機器等の納入と、その後の設置配線作業・通電確認ま 

でを含むものとする。 

イ 機器の仕様を遵守し、履行する上で必要となる全ての諸経費・機器等につ 

いても入札額に加えること。 

ウ 入札額には、本仕様書に記載した全ての要求事項（機器等調達、設置等一式） 

にかかる費用を含むこと。  

エ 機器の搬入・設置に係る要件については、発注者と協議の上進めること。 



なお、実際の搬入スケジュールの調整にあたっては、受注者が各学校と 

日程調整を実施すること。 

オ 搬入作業は施設等を傷つけることの無いよう万全を期すこと。施設等の破 

損があった場合は、発注者及び各校と協議のうえ、対応すること。  

カ 機器搬入・設置調整に伴う梱包材及び不要な配線等は受注者が撤去し、 

適切に処理すること。  

キ 導入した機器には、発注者が指定する番号、障害発生時の連絡先等を記載 

したテープラベルを貼り付けること。内容が準拠していれば形状は異なっ 

ても構わない。 

 

 

 

５．納入期限   令和８年３月３１日（火） 

なお、受注者は、発注者と協議の上、作業実施計画書を提出す 

ること。 

 

６．納入場所  川越市立大東東小学校（川越市豊田本 4-16-1）ほか６箇所  

（内訳については別紙 納入先一覧のとおり） 

 

７．保守 

  導入した機器等の保守についてはメーカーの保証期間が１年以上であること。 

 

８．提出物 

  次の表に記載されたものを、提出期限までに提出すること。  

No. 提出物 提出期限 提出先 

1 納入機器一覧表（電子媒体） 履行期限まで 発注者 

2 納入機器等の保証書 履行期限まで 発注者 

3 作業実施計画書 契約締結後１０日以内 発注者 

※機器調達の関係等で、契約締結日から実際の納入日までに時間が開く場合 

には、期日等の情報が更新され次第改めて提出すること。 

 

９．機密の保持  

 （１）機密保持事項   

ア 受注者及び業務従事者は、業務上知り得た情報について、第三者に漏洩し、

又は他の目的に利用してはならない。本契約終了後または解除後において

も守秘義務を負うものとする。 

イ 本事業で新たに作成された成果物の著作権は、発注者に帰属するものとする。 

 

１０．その他 

 （１）発注者は受注者が本業務の遂行にあたって必要となる情報を提供するものと

川越市教育委員会令和８年度当初整備機器 

故障時の連絡先 ○○株式会社  電話 ○○○－○○○－○○○○ 



する。 

 （２）作業者が学校等に立ち入り作業する際は、名札等の身分を証明するものを着

用すること。 

（３）本仕様書に定められていない事項、その他疑義がある場合は、その都度本市

教育委員会と協議の上明確化するものとし、受注業者の一方的な解釈によっ

て判断してはならない。 

（４）機器の納入に関しては、世界的な半導体不足等の状況を鑑み、機器調達にか

かわる事情、現地作業スケジュールに変更が生じた場合等のやむを得ない事

情により仕様納期に変更が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上決定す

ること。 

  



 

 

 

 

 

    

 学校名 住 所 電話番号 台数 

1 大東東小学校 豊田本 4-16-1 243-3105 2 

2 川越第一中学校 小仙波町 5-6 222-1204 1 

3 野田中学校 野田町 2-19-14 246-8484 1 

4 城南中学校 新宿町 3-19-1 242-0978 1 

5 寺尾中学校 寺尾 1068 245-6701 1 

6 霞ケ関西中学校 笠幡 3464-3 231-0188 1 

7 鯨井中学校 鯨井 562-2 231-0255 1 

合 計 8 

別紙 納入先および台数一覧 


